
みちピカ事業とは？

ボランティア団体が道路の清掃活動を行うアドプト事業を、徳島市が支援する制

度です。この制度は、道路の環境美化だけでなく、道路への愛護意識の高揚をはか

り、道路利用者のマナー向上を啓発することを目的としています。

アドプトとは？

アドプトとは縁組のことです。ボランティア団体と道路の一定区間 ２００メートル(

以上 を縁組し、清掃活動をしていただきます。)

参加できる団体は？

町内会等の地域住民団体、企業、学校等の団体が参加できます。

活動する道路は？

道路維持課管理の道路で活動できます。歩道付きの道路が原則ですが、条件に

よって、歩道がない道路でも活動できる場合があります。

活動する内容は？

清掃および除草をしていただきます。なお、集めたゴミに関しては本市の分別方

法に従って分別していただきます。

市の支援は？

清掃用具等の支給および傷害保険、賠償保険への加入費用の負担、集めて搬入

していただいたゴミの処理（無料搬入券の交付）を行います。

みちピカ事業に参加するには？

まずは、道路維持課にお問い合わせ下さい。みちピカ事業認定申請書の提出、事

業計画についての協議等の後に認定し、活動を始めていただくことになります。

問い合わせ先 土木部道路維持課管理係  TEL ０８８－６２１－５３３８


